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CITYFUJISAWA 会員規約 

第 1章 総則 

第 1条（会員規約の適用） 

1. 本サービスは、藤沢地域の情報化を積極的に支援し、地域産業の振興及び市民生活の発展に寄与することを主

たる目的のひとつとします。 

2. この会員規約は、株式会社イージェーワークス（以下「当社」といいます。）が提供するインターネット接続及

び関連業務「CITYFUJISAWA」を会員が利用する一切に適用します。 

第 2条（契約約款の範囲及び変更） 

1. 当社が、この会員規約本文の他に定める各サービスの利用規約及び各サービスの「ご案内」又は「ご利用上の注

意」等で規定する各サービスの利用上の決まり（以下、併せて「利用規約等」といい、第 3条（用語の定義）1

項(6)でその詳細を定めます。）も、名目の如何にかかわらず、この会員規約の一部を構成するものとします。 

2. 会員規約の定めと利用規約等の定めが異なる場合には、特別な定めがない限り利用規約等が優先するものとし

ます。 

3. 当社は、会員規約や利用規約等を必要に応じて変更できるものとします。この場合には、会員の利用条件その

他入会契約の内容は、変更後の会員規約によります。 

4. 当社は、前項の変更を行う場合、一定の予告期間をおいて、当社が適当と判断する方法で事前に会員に通知し

ます。 

第 3条（用語の定義） 

1. 会員規約においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。 

(1). 「CITYFUJISAWAサービス（以下「サービス」といいます。）」とは、会員規約に基づき、当社又は当社と契

約関係にある第三者（以下、提携先といいます。）が提供する各サービス及びその総体をいいます。 

(2). 「各サービス」とは、当社が提供するサービスのうち、接続・電子メール、ユーザーホームページ・クラ

ウド等個々の役務をいい、別途 https://isp.cityfujisawa.ne.jp/に規定するものとします。 

(3). 「オプション」とは、各サービスのうち、それ単独での入会と利用ができない各サービスをいいます。 

(4). 「会員」とは、以下のいずれかに該当する者をいい、会員となった者は当社からサービスの全部又は一部

を利用する資格を付与されるものとします。 

ア 会員規約及び利用規約等に同意したうえで、当社所定の方法により、当社に「サービス」の利用を申し

込み、当社がこれを承認し、会員契約が成立した者。 

イ 当社が別途定める方法により、当社がサービスの利用を承認した者。 

(5). 「会員契約」とは、第 6条(入会の承諾)1項により成立する当社と会員の間のサービス利用についての契

約をいいます。 

(6). 「利用規約等」とは、会員規約の他、各サービスを「利用規約」や、それらに関する「ご案内」又は「ご

利用上の注意」等で規定する各サービスの利用上の決まりをいい、以下を指します。 

ア 各サービスを利用するにあたって当社が定める個別の規定、特約、遵守事項、注意事項。 

イ Webページや書面等所定の方法で当社が案内するサービス利用上の決まり。 

(7). 「ID」とは、会員がサービスを利用するため当社が所定の手続きによりパスワードとともにあらかじめ登

録設定し付与するサービス利用のための会員固有の識別符号をいいます。 

第 4条（通知及び同意について） 

1. 当社がサービスに関して必要と判断する下記の内容について、会員に対して一律に通知を行うこととし、会員
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はこれに同意します。 

(1). 会員規約、利用規約等の変更に関する通知 

(2). 各サービスやオプションの変更・終了に関する通知 

(3). サービスの利用明細や請求明細等、会員の支払いに関する通知 

(4). 定期的に会員又は登録メールアドレスに対して行う通知 

(5). その他、サービス利用上の注意、お知らせ等、当社が周知が必要であると認めた事項 

2. サービスに関し会員が知っておくべきと当社が判断する情報について、当社から会員への通知方法は、別途定

められる場合を除き、通知内容及び当社に登録された会員の連絡先情報等に応じて、サービスに関する当社所

定の Webページへの掲載、電子メールによる送信、電話、郵送その他当社が適当と判断する方法とします。 

3. 本条第 1 項の通知を当社所定の Web ページへの掲載をもってする場合、当社は、かかる通知を当社所定の Web

ページへ掲載し、会員がこの Web ページにアクセスすればこの通知を閲覧することが可能な状態となったこと

をもって、会員への通知がなされたものとみなします。 

4. 本条第 1 項の通知を会員の電子メールへの送信をもってする場合、当社は、かかる通知を会員が登録した電子

メールアドレス宛に発信し、かかる電子メールを発信した時に、会員への通知がなされたものとみなします。 

5. 本条第 1 項の通知を会員への電話連絡をもってする場合、当社は、かかる連絡を会員が登録した電話番号宛に

発信し、会員との会話が成立したことをもって、会員への通知がなされたものとみなします。 

第 2章 会員契約 

第 5条（入会の申し込み） 

1. サービスは、会員規約や利用規約等に同意のうえ、当社所定の方法で入会申込手続を完了した会員のみが、別

途定めるサービス料金を所定の方法でお支払いいただくことで利用できるものとします。 

2. 入会後に、利用する各サービスを変更する場合、当社所定の変更手続きにより行うものとします。この場合、第

6条（入会の承諾）を準用します。 

第 6条（入会の承諾） 

1. 当社所定の方法にて会員となることを希望する申込者（以下「申込者」といいます）からの入会申込を受け付

け、必要な審査・手続等を経た後に、会員登録手続きを行い、申込者に対して当社所定の方法により承諾通知を

発信した時に入会が承認され、当社と会員との契約が成立します。かかる契約が成立した日をもって、会員の

利用開始日とします。ただし、申込者が次のいずれかに該当する場合に、当社は入会申込への承諾を行わない

ことがあります。 

(1). 申込み及び登録内容に虚偽、誤記、未記入、記入漏れが判明した場合 

(2). 過去に、サービスの利用について一時停止、強制解除、その他会員資格の取り消しが行われていたことが

判明した場合 

(3). 申込者が支払い情報として指定したクレジットカード情報又は口座情報が、クレジットカード会社、収納

代行会社、金融機関等により利用停止されている場合 

(4). 申込者が過去に、サービス利用料金等について、支払遅延、未納、滞納を行っていた場合。又は申込に際

して必要なサービス料金の支払を行わなかった場合 

(5). 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法第 17 条第 1 項の審判を受けた被補助人のいずれか

であり、入会申込に際して、親権者、後見人又は代理権付与の審判がなされた補助人又は保佐人その他の

法定代理人の同意等を得ていなかった場合 

(6). 申込者が、支払方法として指定したクレジットカード又は金融機関等の名義人と異なる場合に、かかる名

義人の同意書の提出が無い場合 

(7). 申込者へのサービス提供を行うことで、運営上、著しい支障をきたすと当社が判断した場合 
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(8). 申込者が連絡用に登録した連絡先やサービスを利用する住所・所在地に当社からの連絡がつかなかった、

承諾通知が到達しなかった、又はサービス利用に必要な機器の受領が確認できない場合 

2. 当社は、本条第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他

の書類の提出を求める場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない場合は、

当社は、本条第 1項に基づく申し込みの承諾を留保又は拒絶するものとします。 

第 7条（変更の届け出） 

1. 会員は、住所、電話番号、料金の支払方法の変更、支払いに利用するクレジットカード情報や金融機関の口座情

報、その他当社に届け出ている内容に変更が生じた場合には、当社が別途指定する方法により、速やかに当社

に届け出るものとします。 

2. 会員が入会時に登録した氏名は、婚姻による姓の変更等の事情を除き、一切変更できないものとします。 

3. 本条による届け出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。 

4. 当社は、本条 1項の変更の申し込みを受けた場合は、前条の規定に準じて取り扱います。 

第 8条（当社による ID及び会員資格の一時停止） 

1. 会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該会員に事前に通知又は催促することなく、全て又は一部の

ID の使用を一時停止し、サービス利用を一時停止することでその会員資格を停止できるものとします。 

(1). 電話、FAX、電子メール等、登録した連絡先情報に連絡がとれない場合 

(2). 会員宛に郵送した書面・物品が当社に返送された場合 

(3). 二重ログイン（1つの契約において 2台以上のコンピュータを使って同時に PPP接続をすること）を行っ

た場合 

(4). 第 9 条（会員資格の取り消しによる契約の解除）第 1 項各号のいずれかに該当することが判明した場合。 

(5). 当社及び当社委託先の問い合わせ窓口等への、通常の問合せを逸脱した長時間の通話や過度な繰り返し電

話、正当な理由のない大容量のメール送信、過度な繰り返しメール送信、又は不当な義務等を強要したり、

威嚇等をもって嫌がらせ、恐喝又は脅迫に類する行為をしたりすることで、当社又は当社委託先の業務に

著しく支障をきたした場合 

(6). 上記各号の他、当社が緊急性が高いと判断した、又は会員規約や利用規約等の義務を現に怠り又は怠るお

それがある場合と認めた場合 

2. 当社は、前項の規定行使する際は、緊急性が高くやむを得ないと当社が判断した場合を除き、停止理由、停止

日、停止期間、停止解除条件を会員に通知します。 

3. 当社が本条 1項の措置をとったことで、当該会員が IDやサービスを利用できず、これにより損害が発生したと

しても、当社は責任を負いません。 

4. サービス利用に関する会員の一切の債務は、本条 1 項を適用された場合も、その債務が履行されるまで消滅し

ません。 

第 9条（会員資格の取り消しによる契約の解除） 

1. 会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該会員に事前に通知又は催促することなく、直ちに当該会員

の会員資格を取り消し、全て又は一部の契約を解除することができるものとします。 

(1). 第 11条（譲渡禁止等）、第 30条（禁止事項）、第 31 条（著作権等）に該当する行為を行った場合 

(2). 当社への申告、届け出、登録内容に虚偽、誤記があった場合 

(3). 料金等の支払債務の履行遅延又は不履行があった場合 

(4). クレジットカード業者、決済代行業者、金融機関等により会員の指定した支払用のクレジットカードや金

融機関の口座の利用が停止させられた場合 

(5). 会員に対する破産の申立があった場合、又は会員が未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法第 17 条
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第 1項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、契約に関して親権者、後見人又は代理権付与の審判が

なされた補助人又は保佐人その他の法定代理人の同意等を得ていなかった場合やかかる審判から回復し

ていない場合、又は再生手続き開始の申立てがあった場合 

(6). 会員規約や利用規約等に違反した場合 

(7). 第 8 条（当社による ID 及び会員資格の一時停止）の適用後、その事由が解決しない又は解決する見込み

がないと当社が判断した場合 

(8). 第 6条（入会の承諾）1項各号に該当することが判明した場合 

(9). その他、会員として不適切と当社が判断した場合 

2. 前項の規定に従い会員資格が取り消され契約を解除された場合、当該会員は、サービスに関連する当社に対す

る債務について当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を、当社の指示する方法でただちに一括して支払

うものとします。なお、当社は、既に支払われた料金等を、一切払い戻し致しません。 

第 10条（会員からの退会又は解約） 

1. 会員がサービスの全てを解約（以下、退会といいます）又は一部を解約する場合は、次の方法にて当社に届け出

るものとし、当社での手続き終了後、退会又は解約が成立するものとします。当社は、既に受領した利用料金そ

の他の債務の払い戻し等は一切行いません。 

(1). 会員がサービスの退会を希望する場合には、当社が定める書式に必要事項を記入の上郵送する方法により

その旨申し込むものとします。この場合、毎暦月の初日から 20 日までに当社に通知があったものについ

ては当該暦月の末日を経過した時に、また毎暦月の 21 日から末日までに当社に通知があったものについ

ては当該暦月の翌月の末日を経過した時に、退会又は解約が成立するものとします。 

(2). 会員が各サービスの解約を希望する場合には、当社が定める所定の方法にて申し込むものとします。サー

ビスは、サービスごとに定めた停止日をもって停止します。 

2. 前項（1）の解除日及び（2）の停止日を経過後、当社は当該会員のサービスの設定やデータの削除を行うものと

します。かかる削除実施後、設定やデータの復旧は行えません。 

3. 会員資格は一身専属性のものとします。当社は当該会員の死亡を知った時点を以って、1項の届け出があったも

のとして取り扱います。 

第 11条（譲渡禁止等） 

1. 会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の

行為はできません。 

2. 前項の規定にかかわらず、会員である個人が死亡した場合、その会員の法定相続人(相続人が複数いる場合はそ

のうち 1名のみ)は、当社が定める手続きに従い当社に届け出ることにより、入会契約上の義務及びサービスを

受ける権利を承継することができます。この場合、第 6条（入会の承諾）を準用します。 

3. 本条第 1 項の規定にかかわらず、会員である法人・団体が合併その他の理由により、その地位の承継があった

場合は、存続する法人・団体又は合併により設立された法人・団体（地位を承継するものが複数あるときはその

うち 1 社のみ）は、承継があった事実を証明する書類を添えて当社に届け出ることにより、入会契約上の義務

及びサービスを受ける権利を承継することができます。この場合、第 6条（入会の承諾）を準用します。 

4. 会員はサービスを再販売する等により、第三者に本サービスを利用させることはできません。かかる利用の結

果、会員又は第三者が損害を被ったとしても当社は一切の責任を負わないものとします。 

第 3章 設備等の準備、情報管理及びサ―ビスの ID 

第 12条（設備等の準備及び情報管理） 

1. 会員は、「サービス」を利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全
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ての機器の準備及び電話利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入等の準備を、自己の責任と費

用にて行い、維持するものとします。 

2. 当社はサービス内に蓄積されたデータについて、その破損に備えて予めデータの複製を行いません。また、何

らかの事由により破損したデータの復元はいたしません。当社は会員に定期的にデータの複製を行うことによ

り、データの破損に備えることを推奨します。 

第 13条（ID及びパスワードの管理責任） 

1. 会員は、入会承諾時又は各サービスの利用開始時に当社が会員に付与する ID及びパスワードの管理責任を負う

ものとします。 

2. 当社は、会員の ID及びパスワードによりサービスが利用された場合、その会員自身の利用とみなし、会員はそ

の利用に係わる料金を支払うものとします。 

3. 会員は、ID 及びパスワードの失念、盗難、第三者による不正使用があった場合又は疑われる場合には、直ちに

当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。 

4. 当社は ID及びパスワードの使用上の過誤、盗難、失念、第三者による不正使用等によって、会員に損害が発生

したとしても、損害賠償義務を一切負わないものとします。 

第 4章 利用制限及び利用中止 

第 14条（非常事態が発生した場合等の利用制限） 

当社は天災、事変、その他の非常事態が発生したとき又は発生する恐れがあるときは、電気通信事業法第 8 条で定

める重要通信を確保するため、会員に事前に通知することなく、会員に対するサービスの提供の全部又は一部を制

限する措置をとることができるものとします。 

第 15条（帯域制御による通信量の制限の実施） 

1. サービスのうち、フレッツ接続サービス等について、当社が契約する回線事業者により、ネットワーク利用の

公平性確保の観点から、2008 年 5月 23日に、インターネット関連 4団体から発表された「帯域制御の運用基準

に関するガイドライン」（以下、「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」という）を参考に、帯域制御が実

施されます。 

2. 帯域制御とは、フレッツ接続サービス等用に回線事業者が用意したネットワーク設備ごとの転送速度（Mbps）

を一定間隔ごとに計測し、回線事業者の定める転送速度に達した場合、回線事業者は、そのネットワーク設備

を利用している会員の通信量を制限することを指します。 

3. 当社は、会員に対し、「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」の情報開示の有り方に沿い、会員への周知

を行うものとします。 

4. 帯域制限による通信量の制限について会員はこれを容認するものとし、その結果、会員又は第三者が損害を被

ったとしても当社は一切の責任を負わないものとします。 

第 16条（児童ポルノ画像のブロッキング） 

1. 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社が指

定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び

映像について、事前に通知することなく、会員の接続先サイト等を把握した上で、当該画像及び映像を閲覧で

きない状況に置くことがあります。 

2. 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧でき

ない状態に置く場合があります。 

3. 本条の規定は、当社が児童ポルノに係る情報を完全に遮断することを意味するものではありません。 
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第 17条（Ｃ＆Ｃサーバ等との通信の遮断等について） 

当社は、一部回線提供元において実施されるＣ＆Ｃサーバ等との通信の遮断に関して以下のとおり定めます。 

(1). 当社は、会員が当社及び回線提供元に対してインターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際、

マルウェア（コンピュータウィルス、ワーム又はスパイウェア等の「悪意あるソフトウェア」の総称をい

います。）に感染すること等により、当該会員がＣ＆Ｃサーバ（外部から侵入して乗っ取ったコンピュー

タを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指定を送って制御するサーバコンピュータの

ことをいいます。）等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するため、当該会員の

アクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等について、機械的・自動的に検知し、回線提供元

が指定するアドレスリストとの間の照会を行い、当該リストにあるドメイン情報等と一致するときは、当

該名前解決要求に係る通信を遮断するものとします。この場合において、当社及び回線提供元は、当該通

信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。 

(2). 契約の申込みをする者及び会員は、前号の回線提供元が行う検知及び通信の遮断に係る内容及び目的等に

つき、あらかじめ包括的に同意していただきます。 

(3). 会員は、随時、この項目に規定する回線提供元が行う検知及び通信の遮断等につき、他の条件を同一とし

たまま当該検知及び通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、当社は、回線提供元のホーム

ページその他当社あるいは回線提供元が別に定める方法によりその設定変更の方法を公表します。 

(4). 当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等により、会員のインターネット通信の利用

に何らかの不利益が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。 

(5). 当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知

及び通信の遮断に伴い発生する損害については、一切の責任を負わないものとします。 

(6). 本条が適用されるサービスは以下の通りです。 

固定 IPサービス（ https://isp.cityfujisawa.ne.jp/bservice/koteiip.html ） 

第 18条（サーバーを利用したサービスの利用制限） 

当社はサーバーを利用したサービスであるユーザーホームページ又はクラウドサービスについて、会員の利用によ

り、サーバーの運用に支障をきたす高負荷状態が発生したとき、又は発生する恐れがあるときは、会員に事前に通

知することなく、該当するユーザーホームページ又はクラウドサービスの提供の全部又は一部を中止する措置をと

ることができるものとします。 

第 19条（サービスの中止） 

1. 当社は、第 14条（非常事態が発生した場合等の利用制限）にて定める法律上の要請の如何に拘らず、天災、事

変、その他の非常事態が発生したとき、又は発生するおそれがある場合、当社のシステムの保守を定期的に又

は緊急に行う場合、又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合、又は当社

が運営上又は技術上必要と判断した場合、当社の判断によりサービスの運用の全部又は一部を中止することが

できるものとします。 

2. 当社は、前項の規定によりサービスの運用を中止する場合は、当社が適当と判断する方法で事前にその旨通知

します。ただし、緊急の場合にはこの限りではありません。 

第 5章 サービス概要 

第 20条（サービスの種類） 

1. サービスの種類及び詳細については、当社サービスメニューで提供されているものとします。 

詳細は「別表 CITYFUJISAWAサービス・料金一覧」又は下記の URLアドレスの各サービスの Webページをご覧下

さい。 



9 

URL:https://isp.cityfujisawa.ne.jp/ 

2. サービスのうち、接続サービスのアクセスポイント、その他諸条件について、前項に準じて当社が別途定める

ところによるものとします。 

第 21条（提携サービス） 

1. 会員は、当社を介して、当社の提携先が会員に提供するサービス（以下、提携サービスといいます。）を、当社

の利用規約等の他、提携先が別途規定する規則に従い利用するものとします。 

2. 提携サービスに関する規則の内容について、利用規約等と異なる定めをしている場合、提携サービスに関わる

規則が優先します。 

第 22条（提供区域） 

サービスの提供区域及びサポートは、日本国内に限定するものとします。 

第 23条（サービスの追加、変更、休止、又は廃止） 

1. 当社は都合により、サービスの全部又は一部を追加、変更、一時的に休止又は廃止することがあります。 

2. 当社は、前項によりサービスの追加、変更、休止、廃止を行う場合、一定の予告期間をおいて、当社の Webペー

ジ上での掲載又はその他の当社が適切と判断する方法にて、その内容、期日等を、影響を受ける会員に通知す

るものとします。 

3. 当社は、前 2 項によるサービスの全部又は一部の追加、変更、一時的に休止又は廃止について、何ら責任を負

うものではありません。 

第 24条（サービスの利用） 

1. 会員は、各サービスの利用に際して、各サービス毎に必要な登録手続きを完了し、設定を行うことで利用する

ものとします。 

2. 会員は、会員規約及び利用規約等並びに当社が随時通知する内容に従い、サービスを利用するものとします。 

3. 会員は、サービスを通じて発信又は受信する情報及び公開する情報につき一切の責任を負うものとし、当社は

何の責任も負わないものとします。 

4. サービスの利用に関連して、会員が他の会員又は第三者に対して損害を与えた場合、並びに会員が他の会員又

は第三者と紛争を生じた場合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、当社は何の責任も負わない

ものとします。 

第 6章 サービス料金等 

第 25条（支払方法） 

1. 会員は当社による別段の定めがない場合は、以下に定める方法を指定して、当社へ利用料金およびこれにかか

る消費税相当額を支払うものとします。なお、お支払いいただいた利用料金は、返却いたしません。 

(1). クレジットカードによる支払い 

(2). 口座振替による支払い 

(3). 銀行振込による支払い 

(4). 料金収納端末を設置したコンビニエンスストア等での支払い 

2. クレジットカードによる支払いは、会員が指定し当社が承認したクレジットカード会社の発行するクレジット

カードにより、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。 

3. 口座振替による支払は、会員が指定し当社が承認した金融機関口座の振替にて、当社が指定する決済代行業者

を通じて支払うものとします。なお、別途口座振替手数料 100 円(税込 110 円)／回又は 145 円(税込 159 円)／

回を加算するものとします。 
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4. 銀行振込による支払は、当社が指定する金融機関の当社口座へ支払うものとします。なお、振込にかかる手数

料は会員が負担するものとします。 

5. コンビニエンスストア等での支払いは、当社が発行する専用の支払い用紙を使って、料金収納端末が設置され

た当社指定のコンビニエンスストア等で会員が支払うものとします。支払い用紙は当社が発行してから支払い

するまでの有効期限があります。なお、別途コンビニ支払手数料 350 円(税込 385 円)／回を加算するものとし

ます。（サービス料金額によってはこの支払い方法を選択できません。） 

第 26条（利用料金の計算） 

1. 課金開始日は、第 6条（入会の承諾）にて、当社が会員の入会を認めた日とします。 

2. その他、各サービスの利用料金は、第 29条（サービス料金表）や Webページ等で別途定める金額の通りとしま

す。 

第 27条（利用料金の請求） 

1. 当社は毎月末日を持って当該月に各 IDについて発生した利用料その他の債務の額を締めこれを集計します。 

2. 当社は前項に基づき算出された金額およびこれにかかる消費税相当額や手数料を、各会員の決済手段に従って

クレジットカード会社、決済代行会社、会員に対し請求するものとします。 

3. 会員は各自の決済手段により、クレジットカード会社、決済代行業者等で別途定める支払条件に従い、支払う

ものとします。 

4. クレジットカードによるお支払いを行う会員への請求時期は、当社がクレジットカード会社に請求する時期を

いいます。その請求時期は、各カード会社の締め日によります。 

5. 会員と当該クレジットカード会社、決済代行業者等の間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当

該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。 

第 28条（延滞利息） 

1. 会員が利用料金その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会員は支払期日の翌日から支払日の

前日までの日数に、年 14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、当

社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。 

2. 前項支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。 

第 29条（サービス料金表） 

1. 利用料金に関する最新の情報は、「別表 CITYFUJISAWAサービス・料金一覧」又は下記の URLアドレスの各サー

ビスの Webページをご覧下さい。 

URL: https://isp.cityfujisawa.ne.jp/ 

2. 本サービスに関する利用料金・手続き費用等には消費税額相当分を消費税法（昭和 63 年法律第 108号）及び同

法に関する法令の規定により、当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、会員は、当社

に対し当該利用料金を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。 

第 7章 注意事項 

第 30条（禁止事項） 

1. 会員は、サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。 

(1). サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 

(2). 他の会員、第三者又は当社の著作権、商標権、知的財産権やその他の権利を侵害する行為、又は侵害する

おそれのある行為 

(3). 他の会員、第三者又は当社の財産、プライバシー、又は肖像権等を侵害する行為、又は侵害するおそれの
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ある行為 

(4). 他の会員、第三者又は当社に不利益又は損害を与える行為、又はそれらのおそれのある行為 

(5). 他者を差別又は誹謗中傷し、又はその名誉又は信用を毀損する行為、又はそれらを助長する行為 

(6). 詐欺、違法な賭博、違法な取引、違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 

(7). 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為、並びに公序良俗に反する情報を他の会員又は第三者に

提供する行為 

(8). 犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為 

(9). 事実に反する、又はそのおそれのある画像、映像、音声、文書又は情報等を送信又は表示する行為 

(10). 無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、又はこれを勧誘する行為 

(11). わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待、に相当する画像、映像、音声、文書、又は情報等を送信又は表示す

る行為 

(12). 他の会員、第三者又は当社に対し無断で広告、宣伝、又は勧誘等の電子メールを送信する行為、又は社会

通念上嫌悪感を抱かせる又はそのおそれがある電子メール（嫌がらせメール等）を送信する行為、又は電

子メールの大量送信等により他の会員、第三者又は当社の電子メール送受信に支障をきたす行為、又は特

定電子メールの送信の適正化等に関する法律に違反する行為 

(13). 会員又は第三者の設備等又はサービス設備に過大な負荷を生じさせる行為、その他サービスの運営を妨げ

る、又は妨げるおそれのある行為 

(14). 当社の承諾なしに、商用・営利を目的とする画像、映像、音声、文書、又は情報等を送信又は表示する行

為 

(15). 他者になりすましてサービスを利用する行為 

(16). 有償、無償を問わず、第三者にサービスの全部又は一部を享受できる機会を提供する行為 

(17). ID及びパスワードを不特定の第三者に利用させる、その他不正に使用する行為 

(18). ウイルス等の有害なコンピュータプログラム又は情報等を送信し、他者が受信可能な状態に置く行為又は

表示する行為 

(19). その行為が本条各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを貼る、又

は画像、映像、音声、文書、又は情報等を送信又は表示する行為 

(20). その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為 

第 31条（著作権等） 

1. 会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、サービスを通じて提供されるいかなる情報も、著

作権法で定める会員個人の私的使用の範囲外の使用をすることはできません。 

2. 会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、サービスを通じて提供されるいか

なる情報も使用させたり、公開することはできません。 

3. 本条の規定に違反して問題が発生した場合、会員は、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するととも

に、当社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。 

第 32条（自己責任の原則） 

1. 会員は、自己の IDによりサービスを利用してなされた一切の行為及びその結果について、当該行為が自己がし

たか否かを問わず、責任を負うものとします。 

2. 会員は、サービスの利用に伴い、他者（国内外を問いません。また、会員に限りません。以下同様とします）か

ら問い合わせ、クレーム等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 

3. 会員は、他者の行為に対する要望、疑問又はクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するも

のとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 
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4. 会員が、サービスの利用により当社に損害を与えた場合（会員がこの会員規約上の義務を履行しないことによ

り当社が損害を被った場合を含みます。）、当社は当該会員に損害の賠償を請求することができます。 

第 8章 個人情報及び通信の秘密について 

第 33条（個人情報） 

1. 当社は、会員の個人情報（以下「個人情報」といいます。）を、サービスの提供の目的の為に利用する場合、及

び会員の同意を得た場合を除き、第三者に開示又は提供しないものとします。 

会員は、第 6 条（入会の承諾）の諸手続きにおいて、当社からの会員情報の提供の要請に応じて、正確な会員

情報を当社に提供するものとします。 

当社は、会員の営業秘密、又は会員その他の者の個人情報であって第 34 条（通信の秘密）1 項に規定する通信

の秘密に該当しない情報（あわせて以下「個人情報等」といいます。）を会員本人から直接収集し、又は会員以

外の者から間接に知らされた場合には、必要な期間中これを保存し以下の目的にのみ利用いたします。 

(1). 当社が別に定める「個人情報のお取り扱いについて」に基づく目的のため 

(2). 会員との間の契約内容を適切に管理するため 

(3). 当社のサービスのご紹介、その他のお知らせなどを電子メール、郵便等により送付し、又は電話などによ

り連絡するため 

(4). 当社サービスの維持向上の目的で、アンケート調査、及び分析を行うため 

(5). 会員への決済、請求書や領収書の発送、サービスのご案内の目的で個人情報の取り扱いを決済代行会社、

発送代行業者、サービス取次ぎ業者に委託することができるものとします。 

2. 刑事訴訟法その他法令に基づく強制処分が行われた場合（特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び

発信者情報の開示に関する法律に基づく発信者情報開示を含む）には、当社は、当該処分の定める範囲で前項

の義務を負わないものとします。 

3. 会員は、自らの個人情報をサービスを利用して公開するときは、第 32 条（自己責任の原則）、第 35 条（免責）

が適用されることを承諾します。 

4. 当社は、会員契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。た

だし、会員契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなけれ

ばならない時は、当該情報を消去しないことができるものとします。 

5. 当社では、個人情報保護法に基づく保有個人データの開示等の求めに関して、本人又はその代理人からの「利

用目的の通知」、「開示」、「訂正等」、「利用停止等」、「第三者提供停止」の求めを郵送にて承っております。その

手続については、当社コーポレートサイトをご参照ください。 

https://www.ejworks.com/privacy_disclosure/ 

第 34条（通信の秘密） 

1. 当社は、サービスの提供により取り扱う通信の秘密について、電気通信事業法第 4条又は電波法第 59条に基づ

き保護します。さらに、サービス提供に必要な範囲でのみ使用又は保存し、第三者に開示することはありませ

ん。 

2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条その他同法又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処

分、その他裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、該当する処分、命令の定める範

囲で前項の守秘義務を負いません。 

3. 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（以下、プロバイ

ダ責任制限法）第 4 条第 1 項による開示請求があった場合、前 2 項の規定にかかわらず、請求の範囲内で情報

を開示することがあります。 

4. 当社は、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インター
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ネットプロバイダー協会及び一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟による平成 17 年 10 月付「インターネット

上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」による照会又は平成 19年 2月付「プロバイダ責任制限法発

信者情報開示関係ガイドライン」による開示請求があった場合、照会又は開示請求の範囲内で情報を開示する

ことがあります。 

5. 当社は、会員が第 30条（禁止事項）のいずれかに該当する禁止行為を行い、サービス提供を妨害し、当社がこ

れを解決するための正当な業務による行為又は緊急性が高いと判断する場合には、サービスの提供を正常に継

続するために必要な範囲内でのみ、会員の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。 

第 9章 責任範囲 

第 35条（免責） 

1. サービスの内容は、当社がその時点で提供可能なものとします。会員によりサ―ビスを通じて発信又は公開さ

れるデータや情報について、又は会員がサービスを利用することで得たデータや情報について、その完全性、

正確性、適用性、有用性等に関し、当社はいかなる責任をも負いません。 

2. 当社は、会員がサービス用設備に蓄積した、又は会員が他者に蓄積することを承認したデータ等の消失（第 39

条（データ、ID、及び設定情報の削除）に基づく当社による削除を含みます）、他者による改ざんに関し、いか

なる責任をも負いません。 

3. 当社がサービスについて会員に対し損害賠償責任を負う場合について以下の通りとします。 

(1). 当社がサービスについて会員に対し損害賠償責任を負う場合であっても、損害賠償責任の範囲は会員に現

実に発生した通常の損害に限定し、その賠償額は当該損害が生じた日が属する月の当該会員におけるサー

ビスの利用料金額を上限とします。 

(2). 当社に故意又は重過失がある場合、前号の適用はありません。 

4. 当社は、天災、事変等の不可抗力による場合、及び当社に過失がない場合、サービスに関連して発生した会員の

損害（他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます）及びサービスを利用できなかったことにより

発生した会員又は他者の損害について、債務不履行責任や不法行為責任を含む一切の法律上の損害賠償責任を

負いません。 

第 36条（他ネット利用） 

1. 会員は、サービスを経由して、当社以外の第三者のコンピュータやネットワーク（以下「他ネット」といいま

す。）を利用する場合において、その Webマスター等の管理者から当該他ネットの利用に係わる注意事項が表示

されているときは、これを厳守し、その指示に従うとともに、他ネットを利用して第 30条（禁止事項）に該当

する行為を行わないものとします。 

2. 当社は、サービス利用による他ネットの利用に関して、いかなる責任も負わないものとします。 

3. サービス経由による他ネットの利用においても、第 32条（自己責任の原則）が適用されるものとします。 

第 37条（損害賠償の範囲） 

1. 会員が当社の責めに帰すべき事由によりサービスを全く利用できない状態（以下「利用不能」といいます。）に

陥った場合、当社は、会員規約で特に定める場合を除き、当社が当該会員における利用不能を知った時刻から

起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能日数を乗じ

た額（円未満切り捨て）を限度として、会員に現実に生じた通常の損害の賠償請求に応じます。 

2. 利用不能が当社の故意又は重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。 

3. 予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害について当社は責任を負いません。 

4. インターネット接続サービス用設備等にかかる第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する

電気通信役務に起因して会員が利用不能となった場合、利用不能となった会員全員に対する損害賠償総額は、
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当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠

償額を限度とし、かつ、会員に現実に発生した通常損害に限り損害賠償の請求に応じるものとします。 

5. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合、会員への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額

を超える時の各会員への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を前第 1 項により算出された各会員に対し返

還すべき額で比例配分した額とします。 

第 10章 保守と運用 

第 38条（サービス、設備の修理又は復旧） 

1. サービスの利用中に会員が当社の設備又はサービスに異常を発見したときは、会員は会員自身の設備等に故障

が無いことを確認の上、当社に修理要求又は復旧要求の旨通知するものとします。 

2. 当社のサービス又は設備に障害が生じたとき、又はその設備が滅失したことを当社が知ったときは、速やかに

修理・復旧等の適切な対処を行うものとします。 

3. 当社が他社から提供を受けたサービス又は設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したことを当社が知ったと

きは、速やかに関係する提供元に修理・復旧等の適切な対処を指示するものとします。 

第 39条（データ、ID、及び設定情報の削除） 

1. 会員がサービス用設備に登録したデータが、当社が各サービス毎に定める所定の期間又は量を超えた場合、当

社は会員に事前に通知することなく削除することがあります。また、サービスの運営及び保守管理上の必要（第

18 条（サーバーを利用したサービスの利用制限）を含みます）から、又は当社が第 30条（禁止事項）もしくは

第 31条（著作権等）に抵触する又はそのおそれがある情報について、会員に事前に通知することなく、会員が

サービス用設備に登録したデータ等を公開停止又は削除することがあります。 

2. 当社が会員に提供する電子メールサービス、ユーザーホームページサービス及びクラウドサービスについて、

次の各号に定める場合に、メールボックスのデータやユーザーホームページ及びクラウド内の設定情報やデー

タ削除を行います。これにより削除された設定情報やデータの復旧は行えません。会員は、かかる削除が行わ

れることを予め了承するものとします。 

(1). 第 9 条（会員資格の取り消しによる契約の解除）及び第 10 条（会員からの退会又は解約）による会員の

退会日を経過した後、当社任意の時期に退会データや ID、設定情報（以下、「データ等」といいます）を

削除します。 

(2). 電子メールサービスにおいて、会員の POP（受信メール）サーバーに受信されたメールデータは 90日経過

後に削除されます。 

(3). 電子メールサービスにおいて、会員の POP（受信メール）サーバーに受信された迷惑メールデータは 30日

経過後に削除されます。 

(4). 電子メールサービスにおいて、会員の POP（受信メール）サーバーに受信されたメールデータのうち、会

員がごみ箱に移動したメールデータは移動して 7日経過後に削除されます。 

3. 当社は、前 2 項に基づき当社が会員のデータ等を削除したことで会員又は他者に不利益又は損害が発生した場

合でも、一切責任を負わないものとします。 

第 40条（サービスの案内） 

1. 当社は、会員に対して、契約内容や利用料金の案内その他重要なお知らせを、電話・FAX・電子メール・郵便等

の手段で行うことがあります。その際に、広告宣伝が付随的に含まれる場合があります。 

2. 当社は、前項の場合を除き、会員の電子メールに宛てて、広告又は宣伝を行うためのメール（以下「広告メー

ル」といいます）を送信する場合には、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に従い、予め広告メール

を送信することに同意した会員、又は広告メールの送信を希望した会員に送信します。 
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3. 当社は、前 2項の場合を除き、電話・FAX・郵便による手段で、広告又は宣伝を行うための連絡を行うことがあ

ります。 

4. 会員は、2項及び 3項による当社からの広告メールや連絡を希望しない場合には、当社所定の方法にて当社に通

知することで、これを拒否することができます。 

第 41条（分離可能性） 

会員規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された

場合であっても、会員規約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。 

第 42条（準拠法） 

会員規約及び利用規約等に関する準拠法は、日本法とします。 

第 43条（合意管轄） 

会員と当社との間における一切の訴訟について、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

附則 

1. この規約は、1996年 10月 1日から施行する。 

2. この規約は、1997年 6月 1日から施行する。(1997年 5月 22日改正) 

3. この規約は 2000年 11月 2日から施行する。(2000年 11月 2日改正) 

4. この規約は 2002年 4月１日から施行する。(2002年 3月 18日改正) 

5. この規約は 2002年 10月 10日から施行する｡(2002年 10月 10日改正) 

6. この規約は 2004年 4月 1日から施行する｡(2004年 3月 19 日 改正) 

7. この規約は 2004年 12月 1日から施行する｡(2004年 10月 14日 改正) 

8. この規約は 2006年 4月 1日から施行する｡(2005年 10月 19日 改正) 

9. この規約は 2006年 11月 1日から施行する｡(2006年 10月 13日 改正) 

10. この規約は 2007年 7月 1日から施行する｡(2007年 5月 29 日 改正) 

11. この規約は 2008年 4月 1日から施行する｡(2008年 3月 19 日 改正) 

12. この規約は 2008年 6月 1日から施行する｡(2008年 5月 28 日 改正) 

13. この規約は 2009年 4月 1日から施行する｡(2009年 3月 25 日 改正) 

14. この規約は 2011年 4月 1日から施行する｡(2011年 3月 23 日 改正) 

15. この規約は 2011年 12月 1日から施行する｡(2011年 11月 25日 改正) 

16. この規約は 2012年 4月 1日から施行する｡(2012年 3月 26 日 改正) 

17. この規約は 2014年 4月 1日から施行する｡(2014年 3月 26 日 改正) 

18. この会員規約は 2017年 4月 1 日から施行する｡(2017年 4月 1日 改正) 

19. この会員規約は 2017年 10月 12日から施行する｡(2017年 7月 11日 改正) 

20. この会員規約は 2018年 1月 1 日から施行する｡(2017年 10 月 20日 改正) 

21. この会員規約は 2019年 9月 26日から施行する｡(2019年 9月 26日 改正) 

22. この会員規約は 2021年 4月 1 日から施行する。（2021年 4月 1日 改正） 

 

23. この会員規約は 2021年 10月 1日から施行する。（2021年 10月 1日 改正） 

 

24. この会員規約は 2023年 4月 1 日から施行する。（2023年 4月 1日 改正） 
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別表 CITYFUJISAWA サービス・料金一覧 

 

 インターネット接続サービス 

 FTTH 

品目 標準提供サービス 料金 

光ネクストファミリー 基本メールアドレス 1個 1,850円(税込 2,4035円)/

月 

20,400円(税込 22,440円)/

年 

光ネクストマンション 1,850円(税込 2,4035円)/

月 

20,400円(税込 22,440円)/

年 

光ライトファミリー 基本メールアドレス 1個 20,400円(税込 22,440円)/

年 

光ライトマンション 20,400円(税込 22,440円)/

年 

 

 ADSLサービス（フレッツ・ADSL 対応接続サービス） 

品目 標準提供サービス 料金 

フレッツ ADSL 基本メールアドレス 1個 10,800円(11,880円)/年 

初期費用として、別途かかる NTT局内工事費用は、NTT東日本・NTT西日本よりお客様に直接請求されます。 

ご契約開始月の料金は無料となっております。月間契約の場合は利用開始翌月分から後払い、年間契約の場合は利

用開始翌月から 12カ月分を前払いとなります。 

※フレッツ ADSLは、2022年 10月 31日をもって提供を終了しました。 

 

 

 フレッツ・ISDN対応接続サービス 

品目 標準提供サービス 料金 

フレッツ ISDN 基本メールアドレス 1個 10,800円(税込 11,880

円)/年 

 

 

 コミュニケーションプラン 

品目 標準提供サービス 料金 

コミュニケーションプラン（スタンダード） 基本メールアドレス

1個 

ULTRA DRIVE for 

CITYFUJISAWA 

1,000円(税込 1,100円)/月 

12,000円(税込 13,2000

円)/年 

コミュニケーションプラン（ハイグレード） 基本メールアドレス

1個 

ULTRA DRIVE for 

1,500円(税込 1650円)/月 

18,000 円(税込 19,800円)/

年 
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CITYFUJISAWA 

セキュリティサービ

ス 

コミュニケーションプラン（ゴールド） 基本メールアドレス

1個 

ULTRA DRIVE for 

CITYFUJISAWA 

セキュリティサービ

ス 

フレッツ光接続アカ

ウント 

2,000円(税込 2,200円)/月 

24,000円(税込 26,400円)/

年 

コミュニケーションプラン（プラチナ） 基本メールアドレス

1個 

ULTRA DRIVE for 

CITYFUJISAWA 

セキュリティサービ

ス 

フレッツ光接続アカ

ウント 

迷惑メールチェック

サービス 

詐 欺 ウ ォ ー ル

/Internet SagiWall 

2,500円(税込 2,750円)/月 

30,000円(税込 33,000円)/

年 

コミュニケーションプラン（ダイヤモンド） 基本メールアドレス

1個 

ULTRA DRIVE for 

CITYFUJISAWA 

セキュリティサービ

ス 

フレッツ光接続アカ

ウント 

迷惑メールチェック

サービス 

詐 欺 ウ ォ ー ル / 

Internet SagiWall 

出張サポートサービ

ス（光ファイバー

/ADSL 接続パック）

（年に 1回） 

3,000円(税込 3,300円)/月 

36,000円(税込 39,600円)/

年 

ご契約開始月の料金は無料となっております。月間契約の場合は利用開始翌月分から後払い、年間契約の場合は利

用開始翌月から 12カ月分を前払いとなります。 

※NTT東日本・NTT 西日本「フレッツ光」未提供地域については、「フレッツ光接続アカウント」に代えて「ADSLア

カウント（コミュニケーションプラン）」を提供します。なお、「ADSLアカウント（コミュニケーションプラン）」の
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利用には、NTT東日本・NTT西日本が提供する「フレッツ・ADSL」の契約者であることが必要です。 

 

 

 モバイル接続 

品目 内容 料金 

SIMカード発行手数料 

新規ご契約時の初回ご利用料金、又は SIMカ

ード発行手数料の請求時に SIMカード 1枚ご

とに発生します。 

3,000円(税込 3,300円) 

品目 
通信速度 (bps) 

下り｜上り 

標準提供サービス 
料金 

モバイルルーターコース 1GB 682M｜50M 基本メールアドレス 1個 

 

1,180円(税込 1,298円)/月 

モバイルルーターコース 3GB 1,680円(税込 1,848円)/月 

モバイルルーターコース 7GB 2,680円(税込 2,948円)/月 

モバイルルーターコース 10GB 3,480円(税込 3,828円)/月 

モバイルルーターコース 20GB 4,180円(税込 4,598円)/月 

モバイルルーターオプション

1GB 

682M｜50M ‐ 1,180円(税込 1,298円)/月 

モバイルルーターオプション

3GB 

1,680円(税込 1,848円)/月 

モバイルルーターオプション

7GB 

2,680円(税込 2,948円)/月 

モバイルルーターオプション

10GB 

3,480円(税込 3,828円)/月 

モバイルルーターオプション

20GB 

4,180円(税込 4,598円)/月 

品目 料金 

追加クーポン 400MB 1,000円(税込 1,100円) 

データ通信明細発行（メール送付） 200円(税込 220円)/月 

月額基本料金には、別途基礎的電気通信役務支援機関が算定するユニバーサルサービス料が発生します。（内部識別番

号が「020」から始まる場合は除きます。） 

ユニバーサルサービス料は SIMカード 1枚ごとに発生します。 

 

 オプションサービス 

品目 内容 料金 

追加メールアカウント メールアドレスを最大 4 個まで追加でき

ます。 

952円(税込 1,047円)/年 

マカフィー・セキュリティスイート 1契約でパソコン 3台までご利用いただけ

ます。 

6,000円(税込 6,600円)/年 

マルチデバイスセキュリティオプショ

ン for CITYFUJISAWA 

パソコン、スマートフォン、タブレットに

対応する「セキュリティサービス」および

「遠隔サポートサービス」をセットで提供

します。 

6,000円(税込 6,600円)/年 
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詐欺ウォール / Internet SagiWall 年単位でご契約いただけます。 2,800円(税込 3,080円)/年 

i-フィルター for マルチデバイス 有害サイトフィルタリングソフトを提供

します。 

360円(税込 396円)/月 

サーバスペースレンタル 基本容量 5MBのホームページサービス。 無料 

サーバスペースレンタル容量追加 

（個人） 

サーバスペースレンタルの基本容量を

200MBに拡張、 

以降 200MB 単位で最大 800MB まで容量を

追加可能とするサービス。 

2,857円(税込 3,142円) 

/200MB 

サーバスペースレンタル容量追加 

（法人） 

14,286 円(税込 15,714円) 

/200MB 

ULTRA DRIVE for CITYFUJISAWA コミュニケーションプランにて提供。 

容量 4TB のオンラインストレージサービ

ス。 

‐ 

ベネフィット・ステーション 会員様限定の優待割引サービス。 500円(税込 550円) /月 

みんなのまなびライブラリー いつでもどこでも学びのコンテンツを楽

しめるオンライン学習教材です。 

1,980円（税込 2,178円）/

月 

ご契約開始月の料金は無料となっております。月間契約の場合は利用開始翌月分から後払い、年間契約の場合は利

用開始翌月から 12カ月分を前払いとなります。 

 

 サポートサービス 

 出張サポートサービス 

■基本料金・パックサービス 

サービス項目 サービス内容 料金 

基本出張料金 お客様宅へお伺いする基本料金 5,524円(税込

6,076円) 

光ファイバー/ADSL接続パック モデムの取り付けと配線、フレッツ光、ADSL、フレッツ・

ISDN、ダイヤルアップ、などのインターネット接続設定/

ブラウザ・メールアドレスの設定、IP電話の設定 

8,572円(税込

9,429円) 

高速無線モバイル機器設定パッ

ク（USB またはルータタイプ） 

同梱物の確認、高速無線モバイル機器を PC1台に設置、ド

ライバーインストール、ユーティリティソフト機動、接続

確認、メール設定（希望者のみ）、メール送受信設定（希

望者のみ） 

8,572円(税込

9,429円) 

■インターネット接続サポート 

サービス項目 サービス内容 料金 

インターネット接続設定 

（1アカウント/1台） 

WWWブラウザ・メールソフトの設定（取得済アカウントを

追加） 

マルチセッションの場合はセッション数毎追加 

デュアルブート環境の場合は OS数毎追加 

3,429円(税込

3,771円) 

■ネットワーク（LAN）サポート 

サービス項目 サービス内容 料金 

LANボード取り付け（1機器） 有線 LANボードの取付設定 3,429円(税込

3,771円) 

LANカード接続設定（1機器） 有線 LANアダプタ（LANカード）取付設定 

USBタイプ LANアダプタ取付も含む 

2,000円(税込

2,200円) 
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ルータ接続設定・基本設定（PC1

台迄） 

ルータの基本設定（Webアクセス、メール送受信設定） 3,286円(税込

3,614円) 

無線 LAN（親機・子機・PC1台）

（一式） 

既存のパソコンに、無線アクセスポイントと無線子機の

接続設定 

5,239円(税込

5,762円) 

有線 LAN-PC追加 1台（1台） 既存のパソコン、または LAN環境へ、有線での追加パソコ

ン LAN設定 

4,572円(税込

5,029円) 

無線 LAN-PC追加 1台（1台） 追加パソコンの無線アクセスポイントと無線子機の接続

設定 

5,619円(税込

6,180円) 

ルータ接続設定・詳細設定（PC1

台迄） 

ルータの詳細設定 

基本設定以外の設定 

10,000円(税込

11,000円) 

■ソフトウェアサポート 

サービス項目 サービス内容 料金 

アプリケーションインストール

（1本） 

指定のアプリケーションソフトのインストール・動作確

認 

3,619円(税込

3,980円) 

アンインストール（1本） 指定のアプリケーションのアンインストール作業 3,619円(税込

3,980円) 

OSインストール（1台） OS のインストールまたはリカバリ/初期インストール時

まで/1ユーザのアカウント設定 

7,905円(税込

8,695円) 

Windows/MacOS Update 作業（1

台） 

Windows Update作業、「重要な更新」作業、MacOS Update-

MacOS9.1から 9.2への Update作業等・事前説明（アップ

デートした場合のリスク等）・専用サイトへ アクセス・ダ

ウンロード・インストール 

6,667円(税込

7,333円) 

ドライバアップグレード（1 機

器） 

1機器につき必要なドライバ（2つ以上ドライバが必要な

場合もある。）・ドライバのダウンロード・ドライバのアッ

プグレード（スタッフが CD-R等で持参する場合も含む） 

3,429円(税込

3,771円) 

ファームウェアアップグレード

（1機器） 

1機器につき必要なファームウェアのダウンロード・ファ

ームウェアのアップグレード（2つ以上ファームウェアが

必要な場合や、スタッフが CD-R等で持参する場合も含む） 

3,429円(税込

3,771円) 

■ハードウェアサポート 

サービス項目 サービス内容 料金 

PCセットアップ（1台） パソコンの開梱/付属品確認/PC本体設置/電源確認/OS起

動/1 ユーザアカウント設定/アクティベーション/梱包

材・箱の片付け 

PC移動や組み立て作業等は本メニューを適用 

5,334円(税込

5,867円) 

トラブル診断（30分） パソコンに関するトラブルの原因調査 5,715円(税込

6,286円) 

ウイルス診断（30分） ウイルススキャン（PC にインストール済みのウイルス対

策ソフトまたはオンラインソフト使用） 

3,429円(税込

3,771円) 

ウイルス駆除（30分） ウイルス対策作業（ウイルススキャン、最新「修正プログ

ラム」導入、ウイルス対策ソフトのパターンファイル更

新） 

駆除できない場合、リカバリ等のオプションが必要な場

3,429円(税込

3,771円) 
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合がある 

ウイルス対策ソフトオプション

（1本） 

ウイルス対策ソフトインストール、ユーザー登録、ソフト

の各設定・作業に必要なファイル等のダウンロード 

インストールにあたって以前のソフトをアンインストー

ルする必要がある場合は、別途[アンインストール]が必

要 

3,429円(税込

3,771円) 

ウイルス対策説明（30分） ウイルス対策ソフトのアドバイス、留意点の説明、

Windows Update（重要な更新）等の操作説明 

3,429円(税込

3,771円) 

プリンタ設定 PC1台（1台） プリンタの接続設定 

ネットワークプリンタ設定は除く 

3,429円(税込

3,771円) 

スキャナ設定（PC1台） スキャナの接続設定 3,429円(税込

3,771円) 

デジカメ設定（PC1台） デジカメの接続設定 3,429円(税込

3,771円) 

外付周辺機器接続設定（1機器） その他、外付周辺機器の接続設定 3,619円(税込

3,980円) 

内蔵機器接続設定（1機器） 各種 PCIボード、各種ドライブの接続設定・動作確認（DVD、

CD-RWドライブ等） 

4,572円(税込

5,029円) 

メモリ取り付け（PC1台） メモリの取り付け・動作確認（PC1台・枚数問わず） 3,619円(税込

3,980円) 

PCカード接続設定（1機器） 各種 PCMCIAカードの接続設定 3,429円(税込

3,771円) 

IPフォン接続設定 

（TA一体型タイプ）（1台） 

ご利用のブロードバンド環境に、「IPフォン」に必要な設

定・動作確認 

2,381円(税込

2,619円) 

IPフォン接続設定 

（TA外付タイプ）（1台） 

ご利用のブロードバンド環境に、「IPフォン」に必要な設

定・動作確認 

3,429円(税込

3,771円) 

■その他 

サービス項目 サービス内容 料金 

高速無線モバイル機器接続設定 

（USBまたはルータタイプ） 

同梱物の確認、高速無線モバイル機器を PC1台に設置、ド

ライバーインストール、ユーティリティソフト起動、接続

確認、メール設定（希望者のみ）、メール送受信確認（希

望者のみ） 

3,429円(税込

3,771円) 

オンライン契約（1アカウント/1

台） 

オンラインサインアップ（インターネット上での ISP 申

込手続）代行作業 

クレジットカード必須 

3,429円(税込

3,771円) 

メールアドレス追加（1アカウン

ト） 

メールアカウント追加（メールアカウントをオンライン

で追加取得しても同料金です） 

3,429円(税込

3,771円) 

ユーザーアカウント追加（1アカ

ウント） 

PC1台につき 1ユーザー追加、デスクトップのカスタマイ

ズ、インターネット接続継承確認 

3,429円(税込

3,771円) 

操作説明（30分） OS、インターネット、メール等の基本操作の説明 3,429円(税込

3,771円) 

その他の操作指導（30分） インプレス「できる」シリーズをテキストとした操作指導 3,429円(税込
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テキストはお客様でご用意、その他テキストを指定する

場合、事前に対応可否の確認が必要 

3,771円) 

特別技術料 メニューに無い特別な技術が必要な場合 

内容によっては対応不可能な場合がある 

7,619円(税込

8,380円) 

購買代行（1回） LAN機器等サポートに必要な部材の購入代行 2,096円(税込

2,305円) 

リカバリ（1台） リカバリ作業（データバックアップ、リカバリ後の機器取

り付け） 

インターネット接続設定などは含まず 

10,000円(税込

11,000円) 

キャンセル料 お客様のご都合で不在・作業が行えなかった場合 4,286円(税込

4,714円) 

対象 OS は日本語版の OSで、マイクロソフト、アップルまたはグーグルがサポートしている範囲内になります。 

外国語 OS、外国語での訪問サポートは対応しておりません。 

データの保証はいたしかねます。作業前迄に必要なデータはお客様ご自身でバックアップを行っていただきます。 

 

 遠隔サポートサービス 

品目 内容 料金 

遠隔サポートサービス マルチデバイスセキュリティオプション for CITYFUJISAWA / 

コミュニケーションプランにて提供。 

CITYFUJISAWA のオペレーターがお客様のパソコン画面を共有

し、問題解決を遠隔にてサポートします 

‐ 

遠隔サポートサービスをご利用いただくには、マルチデバイスセキュリティオプション for CITYFUJISAWA、または

コミュニケーションプランのご契約が必要です。 

 

 

附則 この別表は、2019年 8月 1日より有効となります。 

2021年 2月 1日 改定 

2021年 4月 1日 改定 

2021年 9月 1日 改定 

2021年 10月 1日 改定 

2022年 11月 1日 改定 

2025年 5月 1日 改定 

2025年 10月 1日 改定 


